
 
○「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて（法令解釈通達）・新旧対照表        別紙 

（注）表中の傍線部分は改正部分である。 

改 正 後 改 正 前 
○「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて 

（省略） 

別表１ 長官指定告示物品の使用目的の細目と定義 

細目 定義 長官指定告示物品名 

清澄 （省略） （省略） 

酸化 
防止 

（省略） （省略） 

酒質 
保全 

酒類の貯蔵工程において、酒質を劣

化させる物質の生成防止又は酒質を

劣化させる物質の除去により、酒質

の保持と安定化を図ることをいう。 

ウレアーゼ、ＤＬ－酒石酸水素カリ

ウム、Ｌ－酒石酸水素カリウム、アラ

ビアガム、クエン酸、カルボキシメチ

ルセルロースナトリウム、メタ酒石

酸、ＤＬ－酒石酸カリウム、微結晶セ

ルロース、酵母自己消化物、酵母細胞

壁、不活性酵母、Ｌ－酒石酸カルシウ

ム、硫酸銅又は酸性白土 

再発酵

防止 
（省略） （省略） 

酸度 
調整 

（省略） （省略） 

酒質 
矯正 

（省略） （省略） 

副剤 （省略） （省略） 

 

○「酒類保存のため酒類に混和することができる物品」の取扱いについて 

（同左） 

別表１ 長官指定告示物品の使用目的の細目と定義 

 

細目 定義 長官指定告示物品名 

清澄 （同左） （同左） 

酸化 
防止 

（同左） （同左） 

酒質 
保全 

（同左） 

ウレアーゼ、ＤＬ－酒石酸水素カリ

ウム、Ｌ－酒石酸水素カリウム、アラ

ビアガム、クエン酸、カルボキシメチ

ルセルロースナトリウム、メタ酒石

酸、ＤＬ－酒石酸カリウム、微結晶セ

ルロース、酵母自己消化物、酵母細胞

壁、不活性酵母、Ｌ－酒石酸カルシウ

ム又は硫酸銅 

再発酵

防止 
（同左） （同左） 

酸度 
調整 

（同左） （同左） 

酒質 
矯正 

（同左） （同左） 

副剤 （同左） （同左） 



（注）表中の傍線部分は改正部分である。 
 

改 正 後 改 正 前 
別表２ 長官指定告示物品又はその製剤及び副剤の規格並びに試験方法 

細目 種類 項目 成分規格 試験方法 

清澄 （省略） （省略） （省略） （省略） 

酒質保全 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

酸性白土を

主成分とす

るもの 

効  能 

酒質への

影響 

鉄 溶 出 

鉛 

ヒ  素 

火 落 菌 

効能書の効能を有すること 

使用により、色、香、味等に

異常を来さないこと 

Fe として溶出量 1.0μg/mℓ

以下 

Pb として 40μg/g 以下 

As として 3.0μg/g 以下 

火落菌が検出されないこと 

国税庁所定分析法 

231-65による 

〃 -66 〃 

〃 -67 〃 

〃 -68 〃 

〃 -69 〃 

〃 -70 〃 

酸化防

止、酒質

保全、再

発酵防

止、酸度

調整又は

酒質矯正 

既存添加物

名簿に掲載

されている

指定告示物

品又はこれ

らを使用し

た製剤 

効  能 

酒質への

影響 

鉄 溶 出 

鉛 

ヒ  素 

火 落 菌 

効能書の効能を有すること 

使用により、色、香、味等に

異常を来さないこと 

Fe として溶出量 0.05μg/m

ℓ以下 

Pb として 2.5μg/g 以下 

As として 1.5μg/g 以下 

火落菌が検出されないこと 

国税庁所定分析法 

231-71による 

〃 -72 〃 

〃 -73 〃 

〃 -74 〃 

〃 -75 〃 

〃 -76 〃 

別表２ 長官指定告示物品又はその製剤及び副剤の規格並びに試験方法 

細目 種類 項目 成分規格 試験方法 

清澄 （同左） （同左） （同左） （同左） 

酒質保全 

（同左） （同左） （同左） （同左） 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

酸化防

止、酒質

保全、再

発酵防

止、酸度

調整又は

酒質矯正 

（同左） （同左） （同左） 

国税庁所定分析法 

231-65による 

〃 -66 〃 

〃 -67 〃 

〃 -68 〃 

〃 -69 〃 

〃 -70 〃 



（注）表中の傍線部分は改正部分である。 
 

改 正 後 改 正 前 

上記以外の

長官指定告

示物品 

（省略） 
国税庁所定分析法 

231-77 による 

副剤 （省略） （省略） （省略） 

国税庁所定分析法 

231-78 による 

〃 -79 〃 

〃 -80 〃 

〃 -81 〃 

〃 -82 〃 

 

 

上記以外の

長官指定告

示物品 

（同左） 
国税庁所定分析法 

231-71 による 

副剤 （同左） （同左） （同左） 

国税庁所定分析法 

231-72 による 

〃 -73 〃 

〃 -74 〃 

〃 -75 〃 

〃 -76 〃 

 

 


